
 

 

総務教育常任委員会資料 
 

（令和３年１２月１日） 

 

 

 

  

〔 件 名 〕 

  ・令和２年度の業務適正化（内部統制）の取組に係る評価結果 

について         【行政監察・法人指導課、人事企画課】・・・２ 

 

 ・オンライン行政手続活用に向けたデジタルデバイド対策について 

                        【情報政策課】・・・３ 

 

 ・令和３年度第２回県有施設・資産有効活用戦略会議の開催結果 

について                  【資産活用推進課】・・・９ 

 

 ・鳥取県人権施策基本方針第４次改訂（案）に係るパブリック 

コメントの実施について          【人権・同和対策課】・・１０ 

 

 ・「新鳥取県史を活用したデジタル郷土学習教材」の公開と鳥取県史 

ブックレットの刊行について            【公文書館】・・１４ 
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令和２年度の業務適正化（内部統制）の取組に係る評価結果について 

 
令和３年１２月１日 
行政監察・法人指導課 
人 事 企 画 課 

 

業務適正化（内部統制）について、令和２年度の取組に対する評価結果を取りまとめ、監査委員の意見を付し

て報告します。（※監査委員の意見は別途監査委員事務局から報告します。） 

 

１ 評価方法 

評価所管課（行政監察・法人指導課）が対象事務の制度所管課が実施する実地検査に同行し、未然防止策の

実施状況や不適切な事務の発生状況を把握するとともに、各所属で実施する自己点検の結果からリスクの発生

の可能性を確認し、評価した。 

２ 評価結果 

（１）全体的評価（業務適正化を推進するための体制や制度） 

重大な不備は認められなかった。 

（２）業務レベルの評価（財務、個人情報管理、公文書管理、情報管理の４業務に係る各所属の点検等） 

ア 実地検査及び自己点検結果（表中括弧書きは前年度数値） 

区 分 実施所属数 不適切確認所属数 不適切事務件数 

実地検査 76 （75）所属 32 （22）所属 53 （44）件 

自己点検 218（208）所属 114（117）所属 417（511）件 

  （注）令和２年度は知事部局に加え、企業局、各種委員会及び議会事務局で実施したため前年度より実施所属数が増加 

 

イ 上記のうち、第三者への影響が大きい又は不適切な割合の高い事務（表中括弧書きは前年度数値） 

重大な不備（※１） 不備（※２） 
不備はあったが、既に適当な対策

が取られている事務 
合 計 

０（０）件 １（５）件 ２（２）件 ３（７）件 

 （注）※１ 重大な不備：県や県民に対して大きな経済的・社会的な不利益となる不適切な結果が生じ、

又は生じる蓋然性が高い事務の不備 

    ※２ 不備：不適切な事務を今後も生じさせる恐れがあり、かつ対応策が十分ではない事務の不備 

 

  ウ 不備及びそれに対する対応策 

 

３ 評価結果に対する取組 

見直しが必要とされた上記１項目の対応策について、業務適正化推進本部会議（１１月２２日開催）におい

て、庁内へ周知し、具体的に取組を進めていくことを確認した。 

 

４ 監査委員の意見に対する取組 

１１月２９日に知事へ提出された監査委員からの意見を踏まえ、改善策を検討する。 

 
 

区分 
不適切な 

事務 

制度所管課が実施す

ることとした対応策 
評価所管課（行政監察・法人指導課）が必要と考える対応策 

財務 入札等手

続きの不

適正 
予定価格

の設定誤り

や 競争入

札すべきも

の を 随 契

で 実 施 な

ど 

発注伺等に予定価格

調書の作成省略可能

な場合や随意契約で

きる場合の表を添付

することを徹底する。 

不適切な事務は、担当者及び所属の契約事務の知識不足によ

り生じているケースが多く見受けられ、現在の対応策では十

分とは言えない。 

また、制度所管課では毎年集合研修を実施しているが、時間

的制約もあり制度改正の説明等が中心とならざるを得ない。 

ついては、所属の総括補佐等を対象に、データベース等で自

己点検が可能な仕組みを導入するなど会計事務の基礎レベ

ルを向上させる取組が必要と考えられる。 
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令和３年度第２回県有施設・資産有効活用戦略会議の開催結果について 
 

令和３年１２月１日 

  資 産 活 用 推 進 課 

 

県有施設・資産の適正管理、戦略的活用の方策などを検討するため設置している「県有施設・資

産有効活用戦略会議」を下記のとおり開催しました。 

 

記 

 

１ 日 時 令和３年１１月２２日（月） 

２ 場 所 ＷＥＢ開催（テレビ会議形式） 

３ 出席者 副知事（座長）、各部局長 等 

４ 概 要 

（１）公の施設見直しについて 

   平成２８年度から平成２９年度にかけて公の施設全体について点検し、一部の施設につ

いては民間活力の導入や施設の民間譲渡を実施したところであるが、施設の老朽化が進

み、今後のあり方を検討すべき施設もあることから、令和６年度の指定管理者一斉更新の

タイミングを考慮しつつ、再度、点検を実施することとした。 

 

（２）公共施設等総合管理計画の改訂等について 

個別施設計画に基づく対策効果を反映した施設数及び延床面積の将来的な推移や経費見

込みを踏まえ、今年度中の数値目標設定に向けて検討を進めていることを報告した。 

【数値目標の設定（案）】 

   （公共建築物） 

・平成２７年末の施設数（６１７施設）からの削減数値 

・平成２７年末の総延床面積（１，４５４千㎡）からの削減数値 

   （土木インフラ） 

    ・平成２７年末から４０年間で必要なトータルコスト（５，９１０億円）の削減数値 

  

（３）県と市町村の公共施設配置最適化について 

これまでの西部総合事務所新棟・米子市糀町庁舎整備や米子新体育館整備の取組を踏まえ、

県営東山水泳場と皆生市民プールについても、連携の可能性について県と米子市で部局長級

の検討の場を設置したことを報告した。 

  【県・米子市スポーツ施設あり方検討協議会の開催】 

   開催日時：１１月９日（火） 

   内容：施設の改修計画等について現状把握を行うとともに、老朽化の現状や機能面等の課題

について共有を図るとともに、今後、統合のメリットを整理した上で、引き続き議論

を深めていくこととした。 

 

 （４）ＰＰＰ／ＰＦＩ事業の進捗・検討状況について 

    米子新体育館や上粟島団地整備のＰＰＰ／ＰＦＩ手法導入可能性調査を進めていること

や、鳥取空港の公募方式を前提とした次期コンセッションに向けて、今後の動きを検討して

いくことなどを報告した。 

 

 （５）企業局の電気事業・工業用水道事業について 

    電気事業については、発電施設の状況や電気事業を取り巻く環境も考慮しながら、また工

業用水道事業については、事業廃止（上水道での代替）・継続のそれぞれに要するコストを精

査しながら引き続き事業のあり方を検証していくことを報告した。 
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鳥取県人権施策基本方針第4 次改訂（案）に係るパブリックコメントの実施について 
令和３年１２月１日 

人 権 ・ 同 和 対 策 課 

 

鳥取県人権施策基本方針第４次改訂については、鳥取県人権尊重の社会づくり条例の改正や鳥取県人権尊重の社会

づくり協議会でのご意見等を踏まえて改訂案を取りまとめましたので、パブリックコメントを実施し、多くの県民の皆様のご

意見を伺います。 

 

１ パブリックコメントの概要 

（１）募集期間 令和３年１２月１日（水）から令和３年１２月２１日（火） 

（２）応募方法 郵送、ファクシミリ、電子メール、意見箱（県庁県民参画協働課、各総合事務所県民福祉局、日

野振興センター日野振興局、東部・八頭庁舎及び県立図書館に設置）、市町村窓口 

（３）募集内容 「鳥取県人権施策基本方針第４次改訂（案）」について、皆様のご意見をお寄せください。 

 

２ 人権施策基本方針の概要 

（１）位置づけ 

   「鳥取県人権尊重の社会づくり条例（以下、「条例」という。）」に基づき策定する人権施策の基本となる方針。

県の新たな計画策定や計画の改訂の際には、この基本方針を踏まえて人権尊重の視点を一層盛り込むことと

し、各種計画に基づく施策は、この基本方針との整合性に留意することにより、人権施策を総合的に推進す

る。 

（２）経緯 

○平成８年７月、条例の制定に伴い、平成９年４月に「鳥取県人権施策基本方針」を策定し、これまで社会の

情勢等により３度改訂を行った。（H16.H22.H28） 

○新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、誹謗中傷等不当な差別が発生したことを受け、条例を改正（令和

３年４月施行）し、インターネットを含むすべての差別行為をしてはならないと明確化した。 

○令和２年５月に行った人権意識調査で人権施策に関する成果と課題が明らかになった。 

 

３ 主な改訂内容 

基本理念はそのままとし、①条例改正、➁社会情勢等の変化、➂人権意識調査結果等を踏まえ次の点を見直した。 

 

 

 

 

 

 （１）条例第６条に基づき、新たに４つの章（第３章、第４章、第５章、第６章）を新設し全８章で構成 

    第１章  基本的な考え方           

第２章  人権教育・人権啓発の推進 

第３章 （新）差別実態の解消に向けた施策   

第４章 （新）相談支援体制の充実 

第５章 （新）人権施策の推進に資する調査 

第６章 （新）共通して取り組む重要施策 

第７章 分野別施策の推進 

第８章 人権施策の推進体制 

 （２）「第６章」については、共通して取り組む５つの重要施策を記載 

  ①ＳＤＧｓにおける人権 ②ビジネスと人権、③デジタル社会における人権、④個人情報の保護と人権 

⑤ユニバーサルデザインの推進 

（３）第７章の個別分野については一部名称を変更 

    ・同和問題⇒同和問題（部落差別）   ・病気にかかわる人の人権⇒感染症等病気にかかわる人の人権 

・様々な人権（「東日本大震災等の災害の被災者に関する人権等」⇒「災害被災者等に関する人権」） 

（４）人権意識調査結果の反映 

      令和２年５月に県民を対象に実施した人権意識調査の結果を基に、今後の取組の方向性を見直した。 

 

４ 今後の予定 

   １２月上旬   パブリックコメント実施 

１月上旬    パブリックコメント実施結果を県ホームページで公表、人権尊重の社会づくり協議会開催 

1 月下旬     常任委員会報告（パブリックコメントの実施結果） 

    ３月       人権施策基本方針第４次改訂公表 

＜基本理念＞「お互いの人権が尊重され誇りをもって生きることができる差別と偏見のない社会」の実現 

・一人ひとりが自己決定権に基づいて個性と能力を発揮（自己実現）する公平な機会が保障された社会の構築 

・人権侵害、差別をもたらす社会的要因の解消と一人ひとりの人権意識の高揚 

・すべての人の尊厳と社会参加が保障され、等しく社会の一員として尊重される社会の実現 

（※現在ユニバーサルデザインのみの記載を SDGｓなど第6 章に沿った内容とした。） 
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「新鳥取県史を活用したデジタル郷土学習教材」の公開と鳥取県史ブックレットの刊行について 

 

令和３年１２月１日 

公  文  書  館 

 

 このたび、公文書館では、「ふるさと鳥取歴史情報活用推進事業」の一環として、学生や一般県民が手

軽に郷土の歴史を学べる「新鳥取県史を活用したデジタル郷土学習教材」を作成し、当館ホームページで

公開しました。 

 また、鳥取県の特色ある歴史・民俗の調査研究の成果を県民の皆様にわかりやすく紹介することを目的

に、鳥取県史ブックレット23巻を刊行しました。 

  

１ 「新鳥取県史を活用したデジタル郷土学習教材」の公開について  

（１）事業の目的 

ふるさと教育支援事業の１つとして、新鳥取県史編さん事業（平成 18～31 年度）で収集した歴史資

料等を活用した郷土学習教材を作成し、オンライン等を通じて使いやすい形で提供することによって、

若い人たちが郷土の歴史を手軽に学び、理解を深める機会を提供します。（事業期間：令和２～６年度） 

（２）教材の特長 

・「手軽に学べるふるさと鳥取の歴史」をコンセプト 

に、時代ごとに特色あるテーマを取り上げ、必要 

な情報をコンパクトにまとめています。 

・教育委員会と連携して、中学校・高等学校の現職 

 の先生方にも協力をお願いし、学校現場の声も反 

映させながら作成しています。 

 ・教材は１テーマにつきＡ４判１枚シートで構成し 

  ており、短時間で学ぶことができます。 

・学校の授業で活用しやすいよう、教科書の単元・ 

 内容に沿って関係する郷土資料を紹介しています。 

・高校日本史の教科書に準拠していますが、学生だ 

 けではなく、一般の方にも鳥取県の歴史を手軽に 

学んでいただける内容になっています。 

（３）今後の予定 

 ・今回は第１弾として、古代～現代の５６テーマの教材を公開しました。今後随時増やす予定です。 
  
   デジタル郷土学習教材はこちら→https://www.pref.tottori.lg.jp/298337.htm 

   （右のQRコードからもアクセスしていただけます） 

   

２ 鳥取県史ブックレット２３『因幡・伯耆の古墳時代』の刊行について  

（１）書籍の概要 

・著 者 髙田 健一（たかた けんいち、鳥取大学地域学部教授） 

・体 裁 Ａ５判・本文１０７頁 

・内 容 鳥取県における古墳の出現や前方後円墳の展開と終焉等について、 

近年の発掘調査や新鳥取県史編さん事業の調査成果をもとに紹介。 

（２）頒布開始日・価格・頒布場所等 

 ・開始日 令和３年１１月８日（月） 

 ・価 格 ５００円（税込） 

・場 所 県内各書店、公文書館、県民参画協働課（本庁１階）、各総合事務所、 

県立博物館、県埋蔵文化財センター、鳥取市歴史博物館 

     ※県外の方や窓口購入が困難な方には、当館から直接配送させていただきます。 

      公文書館ホームページ等からお申込みいただけます。クレジットカード支払いも可能です。 

（３）今後の予定 

 ・令和４年度に第24巻として『鳥取県の近代鉄道（仮題）』を刊行予定です。 

【教材イメージ】 テーマ：建武の新政と名和長年の活躍 
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